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道産きのこ生産履歴管理の手引
～トレーサビリティシステムの導入に向けて～

トレーサビリティシステムの導入に向けた取り組み

<<導入の必要性>>
近年、ＢＳＥ問題や食品の偽装表示事件など食の安全を揺るがす問題が次 と々発生し、食品

全体への信頼回復が緊急の課題となっている中で、トレーサビリティシステムが食品に対する信

頼確保に有効な手段として着目されています。

牛肉については法律の整備により導入が進んでいるほか、他の食品でも導入に向けた取組

が全国各地で行われ、流通業界では一部の大型小売店で野菜・きのこなどを対象に、生産から

販売までの一貫したシステムを試験的に導入しています。

こうした中、より安全なきのこを消費者へ届けるため、きのこ生産者にも衛生管理体制の確立

と生産情報の記録管理が必要とされています。

<<基本的な考え方>>

当面は、生鮮食品を対象としたシステムが小売店で本格稼働するまでの間に、きのこ生産者

も参入できるような体制を整えておくことが重要です。このため、生産者の経営実態に配慮し、生

産者が単独でも実施できるような道産きのこ生産履歴情報の整備モデルを策定しました。

◆道産きのこの安全性の確保
◆道産きのこの安定的供給
◆輸入品・道外産品との差別化

◆消費者の信頼獲得・購買意欲
の喚起

◆技術改良・品質向上
◆トラブル時の原因究明
◆道産きのこのブランド力強化
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生産履歴情報の整備モデル

これらのモデルは、きのこ生産者が本格的なトレーサビリティシステムへ参画する準備を整えるためのも
のです。本道の一般的なきのこ生産者が取り組む標準的方法は基本モデルで、これにより、きのこ生産者は

少ない労力で履歴情報を管理することが可能です。また、発展モデルは、ロット単位での管理が必要となりま
すが、将来の高度なトレーサビリティシステムへの対応や技術向上等に生産履歴情報を活用することが可能

となります。

将来、高度なトレーサビリティシステムへの

トレーサビリティシステムへの準備のため、 対応や技術向上等に活用するため、

詳細な作業記録を整理できる、ロット一般のきのこ生産者が
管理が可能な生産者が取り組む方法取 り 組 む 方 法

基準設定方式
（Ａ図参照）

ねらい
トレーサビリティシステムに対応するための、

本道の一般的な生産者にも実行可能な生産履
歴記録管理方法として実施

実施内容

生産工程記録方式あらかじめ定めた栽培作業基準を基本とし、こ

（Ｂ図参照）れと異なる処理をした場合の内容や施設の管理

ねらい状況などを記録し､併せて生産履歴とする

高度なトレーサビリティへの対応準備に加
え、生産から出荷までの間に発生する予期せ

ぬ問題への対処や、生産技術の改善、高度

な品質管理による消費者の信頼獲得など目
指すために実施

実施内容
各ロット毎に個々の栽培作業内容を記録

するとともに、使用資材や施設の管理状況を

記録して、これらを生産履歴とする

小売店等による本格的なトレーサビリティシステムの導入が進み、
きのこもシステムの対象品目となる場合に対応する

基本モデル 発展モデル

小売店等のトレーサビリティシス
テムの中で生産履歴記録として
認められるよう、必要な修正を
行った上で整備を行う

ロット管理が可能な生産者
が記録体制を整備し、一貫
した生産管理を目指す場合
に移行する

小売店等が導入する本格的なトレーサビリティシステムへの対応
(Ｃ図参照)
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生産履歴の管理方法

Ａ図 基本モデル<基準設定方式>による生産履歴の管理例

栽培作業基準
使用する資材や各工程で
の作業条件等をあらかじ
め基準として明記
（基本的にこれを個々の

作業記録に代える）

<<基準に明記する事項>>
原木･オガコ等の種類･●
購入先
栽培条件 など●

作業日誌
作業工程の中で基準と異なる処理をした場合にその内容
を記録するほか、施設の管理や生産過程で特筆すべき事
項を記録

Ｂ図 発展モデル<生産工程記録方式>による生産履歴の管理例

原材料資材の購入時期、使用状況、内容確認の記録等生産資材管理記録票
オガコ 水分、消毒薬ほか 包装資材ほか
栄養体ほか１回の購入量ごとに管理

作業記録票
作業の内容、実施時期・条件等菌接種までの一括

発生準備→培養→発生→収穫→包装→(製品識別記号の付与)処理量を１ロット
として管理

施設管理記録票

施設・機材の保守、清掃の記録等建物（室）ごとに管理
穴あけ機 菌掻機 発生室ほか 計量器
殺菌釜ほか 瓶洗浄機ほか 包装機ほか

Ｃ図 本格的なトレーサビリティシステム（参考:牛肉での実施例）

情報開示項目の例：出生年月日､牛の種類､管理者の住所氏名･管理期間 とさつ場所等､
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通 常 の 生 産 活 動
発生準備→培養→発生→収穫→包装 出荷

管理コード
入力

販

売

出
荷生産者 市場等

ラベルに個体識別

記号を表示小売店 消 費 者

(独)家畜改良センター
システムのデータベース

入力 入力
ホームページ
で履歴の確認入力

流通情報生産履歴情報 流通情報

資材の管理状況をチェック

設備の管理状況をチェック

出
荷

区 分 記録対象項目

栽培
作業
基準
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─基準設定方式─ 一般的な生産者が取り組む簡易な記録方式１．基本モデル
小規模な生産者でも実行可能で履歴管理の標準となる記録方式です。日々の生産では作業手順や

作業内容がほぼ一定であると仮定して、この方式では栽培基準・使用資材等の条件を生産履歴の基
本として定め、毎日の生産履歴記録の負担をできるだけ少なくし、一時的に基本と異なる条件で作

業した場合は、その変更内容を記録して生産履歴を管理します。
<<記 録 票>>

(1) 栽培作業基準
生産するきのこの種類毎に、発生準備から出荷までの標準的な工程や温度条件や使用資材など

を明記し、通常の生産における生産履歴とします。

(2) 作業日誌
一時的に作業条件や使用資材などについて栽培作業基準と異なる処理をする場合にはその変更

内容を記録するとともに、施設の清掃・補修などの保守作業や停電など生産過程での突発的事項
を記録し、栽培作業基準と共にきのこの生産履歴とします。

─生産工程記録方式─ 生産技術向上等に反映できる詳細な記録方式２．発展モデル
ロットによる管理が可能な生産者を対象とした、基準設定方式を発展させた詳細な生産履歴を記

録する方式です。各ロット毎に個々の栽培条件や作業内容を記録するとともに、使用資材や施設の
維持管理状況を記録して生産履歴を管理します。方法としては生産者への負担を少なく処理するた

め、常時記録する｢作業内容」と必要に応じて記録する「原材料資材」や「施設・機材」を分けて
記録します。この方式では、より高度なトレーサビリティシステムへの移行のほか、予期せぬ問題

の原因究明、生産技術の改善などに生産履歴を活用することが可能です。
<< >>記 録 票

(1) 栽培作業基準
基本モデルの記録票と同じですが、技術向上など必要に応じて詳細な作業条件を明記します。

(2)作業記録票
一度に植菌する菌床の数量を生産管理上の１単位(ロット)として捉え、１ロット毎に作業の内

容と実施時期、使用する資材などを記録する、生産履歴の基本となるものです。日々の生産状況
を記録・保存することで、安全確認だけでなく各自の生産手法の検証にも役立てることが期待で

きます。
(3)生産資材管理記録票

生産から出荷までに必要な全ての資材について、各資材毎に購入先・時期・数量、各生産ロッ
トでの使用量を記録します。資材面での履歴確認や生産過程で発生する問題解決などの手がかり

とします。
(4)施設管理記録票

施設・機器の保守点検・修理・消毒などについて施設毎に実施者・実施時期などを記録し、生

産過程で発生する問題解決などの手がかりとします。

<参考> 予期しない問題が発生した時の対応(活用)例

きのこ生産者の対応

発行者/北海道水産林務部林業振興課
発行日/平成１７年２月４日
問い合わせ先/林業振興課林業担い手グループ TEL (011)231-4111 (内線28-580)

クレーム通知者へ回答(謝罪)
該当製品の回収

問題工程の改善

市場・小売店などへ
原因究明依頼

市場・小売店などで原因究明

クレーム受理

製品番号確認

問題なし

原因究明 問題あり
該当生産ロットの

生産履歴を調査

・生産資材管理記

録票

・作業記録票

・施設管理記録票


